
■検査方法を変更する背景
1998年9月1日以降の製作車が保有台数の約9割に達していることに加え、自動車検査独立法人、軽自

動車検査協会ともにすれ違い用前照灯での検査体制を整えていることから、民間車検を行う指定工場に
おいても原則、「すれ違い用前照灯」での検査に移行することになりました。
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すれ違い用前照灯検査の審査事務規定の改訂が行われました

2015年9月1日より、1998年9月1日以降の製作車
（二輪、大型特殊自動車を除く）の前照灯を検査する際には

原則､「すれ違い用前照灯での検査」に移行になります。

【原則がつく理由】
すれ違い灯で測定できない特殊な車両に限り、走行灯での検査が認められます

✔適切に光度を測定できない特殊な車両
✔明確なカットオフラインおよびエルボー点を有しておらず、かつ、すれ違い用前照灯試験機での判定が困難な場合
✔前照灯試験機にスクリーンが付属していない場合（ただし、壁等に直接照射してすれ違い用前照灯の配光を検査することもできる）

1998年9月1日以降に製作された自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車を除く。）か

前照灯試験機はすれ違い用前照灯試験機か

走行用前照灯試験機のスクリーンを用いてすれ違い用前照灯の検査が可
能か（壁等に直接照射して測定も可）

すれ違い用前照灯を検査し、基準に適合するか

整備による調整

走行用前照灯を検査し、基準に適合するか

整備による調整
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整備工場における検査の流れ

審査事務規定に従い、検査を行う
ことは可能ですが、照射方向がずれて
しまったり手間や時間を要するため

正確な測定が難しくなります。
最新のテスターでより正確な

検査を行いましょう！

走行用前照灯テスター
しか持っていない工場は

どうしたらいいの？
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2015年9月1日
より

検査移行！

従来通り



すれ違い灯での測定を前提として作られたヘッドランプは、走行灯で測るとすれ違い灯が合
格枠からずれたり、走行灯での測定自体が困難なため、すれ違い灯測定に対応したテスター
が必要です。進化するヘッドランプにも対応するANZENオススメのヘッドライトテスターで
お客様の測定・調整作業をサポートいたします。

最新技術 RGBカラー方式採用

色味をRGB値から判断することでより
人の目に近い解析が可能。(特許出願中）
ランプの色味を簡易判断できる色度表示
機能付き。お客様への説明にもご使用い
ただけます。

HLI-2015

瞬時に測定が完了

ランプ正対をするだけで
測定が完了するため、作
業効率の向上を実現。
検査台数の多い工場に最
適です。

HLI-2011

進化する車検に対応

測定結果を色分け表示し、
合否判定が一目瞭然！
フォグランプ測定結果も
まとめて見られます。

HLI-211

多様化するランプも
正確に測定

配光パターンを目視で確
認しながら、正対用スク
リーンでスムーズに調整。

HL-211S

業界初のすれ違い測定器

現在、走行灯測定専用の
ヘッドライトテスターを
ご使用のお客様に併用機として
オススメ。

HL-211SL
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